
●
口
座
振
替
が
便
利
で
お
得

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

方
法
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら
送

ら
れ
て
く
る
納
付
案
内
書
に
よ
っ

て
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
な

ど
で
納
め
る
方
法
と
口
座
振
替

な
ど
に
よ
り
納
め
る
方
法
が
あ

り
ま
す
。

一
定
期
間
分
を
ま
と
め
て
納

め
る
と
割
引
に
な
る
お
得
な
前

納
制
度
も
あ
り
ま
す
。
口
座
振

替
を
利
用
す
る
と
さ
ら
に
お
得

で
、
し
か
も
保
険
料
が
自
動
的

に
引
き
落
と
さ
れ
る
の
で
便
利

で
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

で
の
納
付
が
可
能
と
な
り
ま
し

た
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い

を
希
望
す
る
方
は
、
社
会
保
険

事
務
所
へ
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。

※
６
か
月
前
納
の
場
合

６
か
月
分
を
現
金
で
前
納
す

る
と

｢

７
０
０
円｣

の
割
引
。

(

年
間
割
引
額

｢

１
、
４
０
０

円｣
(

７
０
０
円
×
２
回))

さ

ら
に
、
口
座
振
替
で
前
納
す
る

と
割
引
額
が｢

２
８
０
円｣

ア
ッ

プ
し
て｢

９
８
０
円｣

の
割
引
！

(

年
間
割
引
額

｢

１
、
９
６
０

円｣
(

９
８
０
円
×
２
回))

●
学
生
の
皆
さ
ん
、

学
生
納
付
特
例
の

申
請
を
さ
れ
ま
し
た
か

学
生
は
一
般
的
に
収
入
が
無

か
っ
た
り
、
少
な
か
っ
た
り
し

ま
す
の
で
、
国
民
年
金
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
在

学
期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
を

猶
予
し
、
社
会
人
に
な
っ
て
か

ら
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
る

｢

学
生
納
付
特
例
制
度｣

が
あ
り
ま
す
。

20
歳
で
学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
る
と
、
そ
の
承
認
を

受
け
た
期
間
中
の
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
に
は
、

満
額
の
障
害
基
礎
年
金
な
ど
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間

は
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で

す
。
申
請
が
遅
れ
た
場
合
で
も
、

４
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
承
認

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
期
間
は
、
年

金
の
受
給
資
格
要
件
に
は
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
た
め
、
学
生
納
付
特
例
期
間

か
ら
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
保

険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
満
額

の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た

め
に
も
、
国
民
年
金
保
険
料
の

後
払
い
を
お
勧
め
し
ま
す
。

●
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

を
ご
存
知
で
す
か

学
生
で
な
い
若
年
者
が
、
将

来
の
無
年
金
・
低
年
金
に
な
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
同
居

し
て
い
る
世
帯
主
の
所
得
に
か

か
わ
ら
ず
、
本
人
お
よ
び
配
偶

者
の
所
得
要
件
で
保
険
料
納
付

を
猶
予
し
、
後
で
追
納
で
き
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
対
象
は
30

歳
未
満
で
本
人
お
よ
び
配
偶
者

の
所
得
が
基
準

(

全
額
免
除
基

準
と
同
額)

に
該
当
す
る
場
合
、

申
請
に
基
づ
い
て
適
用
さ
れ
ま

す
。こ

の
適
用
を
受
け
る
と
、
万

一
障
害
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
と

き
も
障
害
基
礎
年
金
が
受
け
取

れ
ま
す
。
納
付
猶
予
の
期
間
は
、

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な

受
給
資
格
期
間
に
カ
ウ
ン
ト
さ

れ
ま
す
。

※
不
慮
の
事
態
が
生
じ
た
月
の

前
々
月
以
前
の
１
年
間
に
保
険

料
の
未
納
期
間
が
あ
る
場
合
は
、

こ
れ
ら
の
給
付
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
年
金
振
込
の

お
知
ら
せ
は
６
月
で
す

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
保
険

の
年
金
の
振
り
込
み
の
お
知
ら

せ
は
、
原
則
と
し
て
年
１
回
で

す
。
毎
年
６
月
に
、
各
期
支
払

日
と
支
払
い
額
な
ど
が
一
括
し

て
記
載
さ
れ
た

｢

年
金
振
込
通

知
書｣

が
年
金
受
給
者
に
送
付

さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
支
払
額
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
都
度

お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

本
年
度
は
、
年
金
額
に
変
更

が
な
い
の
で
、
６
月
に
お
知
ら

せ
す
る

｢

年
金
振
込
通
知
書｣

に
、
平
成
20
年
度
の
年
金
額
が

平
成
19
年
度
と
同
額
に
な
る
こ

と
が
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
す
。

な
お
、
郵
便
局
の
窓
口
で
、

年
金
を
現
金
で
受
け
取
る
人
に

は
、
年
６
回

(

６
月
・
８
月
・

10
月
・
12
月
・
２
月
・
４
月)

｢

送
金
通
知
書｣

が
送
付
さ
れ

ま
す
。

年
金
の
受
け
取
り
は
、
便
利

で
安
心
な
振
り
込
み
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

広報しょうばら 2008.5 ��

保健医療課国保年金係 �0824-73-1158 三次社会保険事務所 �0824-62-3107国民年金保険料が
変わりました！
平成20年度の保険料は月額14,410円です｡


